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三

譲
渡
し
及
び
譲
受
け
の
価
格

四

譲
渡
し
及
び
譲
受
け
の
予
定
日

五

譲
渡
し
及
び
譲
受
け
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

譲
渡
譲
受
契
約
書
の
写
し

二

譲
渡
し
及
び
譲
受
け
の
価
格
の
明
細
書

三

譲
受
人
が
現
に
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
経
営
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
並
び
に
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
と
被
相
続
人
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類

二

申
請
者
が
現
に
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
経
営
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第

一
号
、
第
六
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

三

申
請
者
以
外
に
相
続
人
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
申
請
者
が
継
続
し

て
経
営
す
る
こ
と
に
対
す
る
当
該
申
請
者
以
外
の
相
続
人
の
同
意
書

第
三
十
二
条
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
見
出
し
中
「
事
業
の
」
の
下
に
「
休
止
及
び
」
を
加
え
、
同
条
中
「
運
送
取
次
事
業
の
」
を
「
第

二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
休
止
又
は
」
に
、「
廃
止
届
出
書
」
を
「
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
」
に
改
め
、
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
た
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
内
容

三

休
止
又
は
廃
止
の
日

四

休
止
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
休
止
の
予
定
期
間

五

休
止
又
は
廃
止
を
必
要
と
し
た
理
由

第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
を
削
る
。

第
五
章
の
章
名
中
「
国
際
貨
物
運
送
取
扱
事
業
」
を
「
国
際
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
を
削
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
十

八
条
第
一
項
第
五
号
イ
（
２
）」を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
（
２
）」に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
八

条
第
一
項
第
五
号
ロ
（
２
）」を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
ロ
（
２
）」に
改
め
、同
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
四
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
業
の
廃
止
の
届
出
）

第
四
十
三
条

第
三
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
外
国
人
国
際
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

の
廃
止
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
六
条
第
一
号
中
「
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並

び
に
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は
、「
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
四
項
」
に
、「
第
三
十
八
条
第
一
項
第

五
号
ロ
（
４
）（
Þ
）」を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
ロ
（
４
）（
Þ
）」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
第
三
号
を
削
り
、
第
四

号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
利
用
運
送
事
業
（
以
下
「
外

国
人
国
際
利
用
運
送
事
業
」
と
い
う
。）」
を
「
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
以
下
「
外
国
人
国
際
第
二
種
貨
物
利

用
運
送
事
業
」
と
い
う
。）」
に
、「
外
国
人
国
際
利
用
運
送
事
業
許
可
申
請
書
」
を
「
外
国
人
国
際
第
二
種
貨
物
利
用

運
送
事
業
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

利
用
運
送
機
関
の
種
類

（
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
た
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割

の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
法
人
の
合
併
（
分
割
）
認
可
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
事
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
利
用
運
送
機
関
の
種
類
、利
用
運
送
の
区
域
又
は
区
間
、

業
務
の
範
囲
及
び
貨
物
の
集
配
の
拠
点

二

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
第
二
種
貨
物
利
用
運
送

事
業
を
承
継
す
る
法
人
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

三

合
併
又
は
分
割
の
方
法
及
び
条
件

四

合
併
又
は
分
割
の
予
定
日

五

合
併
又
は
分
割
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

合
併
契
約
書
又
は
分
割
契
約
書
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
分
割
計
画
書
）
の
写
し

二

合
併
又
は
分
割
の
方
法
及
び
条
件
の
説
明
書

三

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
第
二
種
貨
物
利
用
運
送

事
業
を
承
継
す
る
法
人
が
現
に
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
経
営
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
九

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
又
は
第
五
号
並
び
に
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

（
相
続
人
の
事
業
継
続
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
八
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
に
よ
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
継
続
の
認
可
を
申

請
し
よ
う
と
す
る
相
続
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
の
継
続
認
可
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
住
所
並
び
に
被
相
続
人
と
の
続
柄

二

被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所

三

継
続
し
て
経
営
し
よ
う
と
す
る
被
相
続
人
の
利
用
運
送
機
関
の
種
類
、
利
用
運
送
の
区
域
又
は
区
間
、
業
務

の
範
囲
及
び
貨
物
の
集
配
の
拠
点

四

相
続
の
開
始
の
日

第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
（
１
）
中
「
利
用
運
送
の
」
の
下
に
「
区
域
又
は
」
を
加
え
、
同
号
イ
（
６
）
及

び
（
７
）
中
「
利
用
運
送
事
業
者
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
種
利
用
運
送
事
業

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、」を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
利
用
運
送
事
業
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
貨
物
の
集
配
を
行
う
第
二
種
利
用
運
送
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
」
を
「
貨
物
の
集

配
を
行
お
う
と
す
る
者
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
」
を
「
第
三
十
八

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
五
章
中
同
条
の
前
に
次
の
九
条
を
加
え

る
。（

登
録
の
申
請
）

第
三
十
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
人
等
に
よ
る
国
際
貨
物
運
送
に
係
る
第
一
種
貨
物
利
用
運

送
事
業
（
以
下
「
外
国
人
国
際
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
と
い
う
。）の
登
録
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
貨
物
運
送
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
外
国
人
国

際
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
登
録
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

法
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

代
表
者
及
び
役
員
の
国
籍

ロ

役
員
の
氏
名

ハ

資
本
金
並
び
に
出
資
者
の
国
籍
別
及
び
国
、
公
共
団
体
又
は
私
人
の
別
に
よ
る
出
資
額
の
比
率

三

個
人
に
あ
っ
て
は
、
国
籍

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
の
計
画

イ

利
用
す
る
運
送
を
行
う
実
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
概
要

ロ

貨
物
の
保
管
体
制
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
管
施
設
の
概
要

ハ

そ
の
他
事
業
の
計
画
の
内
容
と
し
て
必
要
な
事
項

œ


